
令和３年度第 2 回佐賀県公共事業評価監視委員会 
 

日時：令和 3 年１2 月 20 日（月）10：00〜12：10 
場所：佐賀県庁 新館４階特別会議室 

（事務局） 
はい、お時間前ですが、ただいまから始めたいと思います。本日は年末のお忙しい中お集ま
りいただきましてありがとうございます。本日、司会進行させてもらいます県土整備部県土
企画課の⿊嶋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
マイクの関係から座って説明させてもらいます。開会に先立ちまして当評価監視委員会の
会議の開催に関する定足数の報告でございます。本日、10 名の委員の中で７名の委員の皆
様に御出席いただいているところでございます。佐賀県公共事業評価監視委員会設置要綱
第 6 条、規定によります定足数、委員の 2 分の 1 以上の御出席をいただいているところで
ございます。それでは、令和 3 年度、第 2 回佐賀県公共事業評価監視委員会を開催したい
と思います。開会にあたりまして、県土整備部の平尾より、御挨拶申し上げたいと思います。 
 
（平尾県土整備部⻑） 
はい、改めまして、皆さん、お疲れ様でございます。令和 3 年度第 2 回の佐賀県評価監視委
員会の開会に当たりまして一言御挨拶をさせていただきます。まず委員の皆様方、前回、第
1 回が 10 月の 25 日だったと思います。今回、第 2 回ということで、年末のお忙しい中にお
集まりいただきまして本当ありがとうございます。今年 1 年振り返ってみますとやはり佐
賀県では、我々の分野でいきますとやっぱり大雨の豪雨災害だったかなというふうに思っ
ております。8 月に大雨特別警報が出て、4 年連続というようなことでございました。本当
に県内で多くの災害が発生をいたしました。特に大町、武雄での内水氾濫というのはですね、
地元の方々から、いろいろ声も届いております。2 年の間に 2 回ということで心も折れると
いうようなことで、そういった声も、我々のほうも重く受け止めていろいろ対応しているよ
うな状況でございます。一方、新型コロナウイルスに関しましては、県内の皆様方の御努力、
御協力によって昨日の時点で 32 日間ゼロが、佐賀県では続いておりますので、これはしっ
かりとこのままのペースが続くことをですね、我々願っているような状況でございます。た
だ話を戻しますと、災害を受けたこの 8 月豪雨の災害で道路河川公園など約 400 か所災害
がございました。現在、国による災害査定等もですね順調に進んでおりまして、順次、査定
が終わったとこからです。県⺠の皆様方の安全安心が 1 日でも早く戻るようにということ
で我々今度は工事の発注の準備を進めているような状況でございます。今回の内水氾濫
等々を踏まえまして、県としても、本来、内水氾濫対策とか排水対策っていうのは市町が行
うというのをベースにしておりましたけども県としてもそれはいけないだろうと、佐賀特
有の地形的にもやっぱり内水氾濫起こりやすいとこだというようなこともございまして、
一歩踏み込んでですね、県庁内にもプロジェクト IF ということで、様々な内水氾濫対策に



取り組もうというようなことで、今、そういった対応を進めているところです。早速 9 月の
議会では県内で初めて排水ポンプ車の購入を、予算化をさせていただきました。また、先日
終わりました 11 月の議会では内水情報カメラとか、道路情報盤とか、いろいろ今度県⺠向
けに内水の状況等をお知らせするような、そういったソフト的な部分の施策についても予
算化もさせていただきまして、浸水被害の軽減にですね、取り組んでいきたいというふうに
進めているようなとこでございます。また今、そういった被害が多発しておりますので、国
のほうでは国土強靱化に係る 5 か年加速化対策っていうものの予算措置がされておりまし
て 5 か年加速化対策の予算を含めまして、今臨時国会で審議をなされております。今日、参
議院で、その予算が可決されればですね、補正予算として、予算を措置されるというような
ことで、こういった予算につきましても、我々県としては、流域の治水対策であったりだと
か、また交通安全対策も、ここの交通安全対策について言いますと本当先日も徳島のほうで、
大型トレーラーが小学生をですね、巻き込むという本当に痛ましいような事故があってお
りますのでもうこういった事故がいくらかでも我々なくなるようにということで、この歩
道整備であったりとか、交通安全対策こういったものもしっかりやっていかなきゃいけな
い。また、地すべり対策そういったものにもしっかりと取り組んでいきたいというふうに思
ってます。本委員会でこのような社会資本整備の必要性とか緊急性、また、費用対効果など
について第三者の視点からチェックを行っていただきまして、客観的な御意見をいただく
機会だというふうに思っております。本日は諮問事項として、まず、新規マニュアルの策定
を 1 件お願いをしております。これにつきましては我々土木の分野では、いろいろ形には
まったような道路であったり河川の整備とかそういったものをやっておりましたけど、や
はりこの頃のライフスタイルの変化からですね、形式ばったような事業だけでは県⺠の皆
様方の様々なニーズにもこたえられないというようなことで少しソフト的な視点も入れな
がらの事業ということで街路事業について、マニュアルの策定を 1 件上げさせていただい
ております。また再評価については 3 件、更に、報告事項といたしましては、令和 3 年度の
この補正予算とまた令和 4 年度の予算において事業の実施が必要と判断しました新規事業、
こちらについて報告をさせていただきたいというふうに思っております。委員の皆様には
ですね、それぞれの立場から忌憚のない御意見を賜りたいと思っておりますので、よろしく
お願いいたします。以上簡単ではございますけれども開会の挨拶をさせていただきます。本
日は、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
（事務局） 
はい。ありがとうございました。それでは、御手元の資料の確認をさせてもらいたいと思い
ます。委員の皆様には事前にお配りしてたかと思います。本日の資料、次第のほかですね資
料の 1 から 6 まで準備しております。資料 1 につきましては、先ほど申し上げました諮問
事項、新規評価のマニュアル策定の説明資料になっております。資料 2 につきましては、諮
問事項の、令和 3 年度の公共事業再評価の資料の説明で、関係課毎に整理をしているとこ



ろでございます。資料 3 につきましては報告事項になります。新規評価箇所の一覧になっ
ております。お手元資料 3 の 1 ページ目をご覧いただければと思いますが、1 枚目が整備
系、新たにですね整備を行うものとか、改修を行うもの、そういった整備系のものと、裏面
がその整備されたものを維持していく維持系の一覧となっております。続きまして資料 4 で
すけれども、公共事業の新規評価の個別地区の評価になっております。本日説明する代表箇
所になりますが、4 か所の説明資料になっております。そこで事前にお配りした資料からで
すね一部修正がございます。1 枚紙、右肩に資料差し替え、資料 4 の 3 ページ目っていうも
のを 1 枚御準備しております。こちらは本日差し替えのをお願いできればというふうに思
っております。続きまして資料 5 ですけれども先ほど申し上げました整備系、維持系でご
ざいますけれども、整備系の公共事業新規評価の結果の資料になっておりまして関係課毎
にまとめております。資料 6 につきましては、維持系の新規評価の結果の資料になってお
ります。不足等は、ございますでしょうか。はい。マイクの使用方法ですが御発言される際
には御手元のマイクのボタンを押していただいてランプが点灯した後に御発言いただけれ
ばというふうに思っております。はい。それでは、ただいまから議題に入りたいと思います。
次第の 3 番目になります。これより先につきましては、委員⻑に進行していただきたいと
思っておりますので、伊藤委員⻑様、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 
 
（伊藤委員⻑） 
はい、皆様おはようございます。本日の会議よろしくお願いいたします。先ほど県土整備部
⻑からも御説明ありましたように今年は佐賀豪雨という昨年に引き続きまして大きな災害
がございました関係から、この委員会もですね、ちょっと変則的な開催ということになりま
して、こういった、年も押し迫った時期にですね、また皆さんは大変御多忙中お集まりいた
だきましてありがとうございます。私のスケジュールもありましてですね、本当に年末ぎり
ぎりになったことをおわびいたします。そうしましたら、早速ではございますけれども、諮
問事項の 1 番目、整備系の生活関連街路事業の新規マニュアルの策定ということで、御説
明お願い出来ます。 
 
（天本まちづくり課⻑） 
御説明させていただきますまちづくり課⻑の天本です。よろしくお願いします。座って説明
させていただきます。今回、新規評価マニュアルの審議をお願いいたしますのは整備系街路
事業についてでございます。今回、新たに策定する背景と目的でございます。これまで街路
整備については、道路を拡幅して車の通行をスムーズにしたりですとか、自転車や歩行者の
安全を向上させるといった、道路の機能を向上させることを主な目的として事業を行って
まいりました。このような中、最近ライフスタイル等の変化から、車中心から人中心へ都市
を改変していく取組が行われているところでございます。佐賀県でも、歩くライフスタイル
を推進する取組を全庁的に実施しているところでございまして、街路事業におきましても、



これからは、幅員の再構成による歩行者空間の充実や、居心地のよいオープンスペースの整
備など、都市の魅力向上に寄与する整備を今後進めていきたいと考えております。こうした
事業の評価に対応したマニュアルを、今回新たに策定したいと考えております。次お願いし
ます。 
今回のマニュアルの位置づけでございます。街路事業の新規評価マニュアルについて、整備
系・生活関連事業の中の街路事業において、未整備区間の新設や改築を行う事業を対象とし
ておりました。今回新たに策定するマニュアルは、幅員の再構成による歩行者空間の充実や、
オープンスペースの整備など、都市の魅力向上に寄与する事業を対象とするもので、同じ整
備系・生活関連事業の中に、既存の街路事業の評価マニュアルと並列で位置づけることを予
定しております。赤の囲みの部分になります。次に、街路整備事業について、簡単に御説明
いたします。街路整備事業は、都市計画道路のうち、主として市街地と、これに隣接する地
域において行うものでございます。写真は、どんどんどんの森の横のところの道路の整備前、
整備後の写真となっております。事例といたしましてはこのほかにも、佐賀大学の北側で現
在、歩道の設置や無電柱化の事業を行っているところでございます。次、お願いします。 
今回、新設マニュアルが対象とする街路事業は、先ほど御説明しましたような、これまでの
街路事業が主眼としてきた交通機能は担保しつつ、人々が集い、憩い、楽しむと言った、滞
在機能に着目しまして、都市の魅力を高める整備を対象とするものでございます。次、お願
いします。具体的なイメージとなります。用地買収を伴わず、既存の道路敷内で幅員を再構
成したり、歩道をリニューアルすることで、自転車空間の充実を図ったり、滞在空間を創出
するものでございます。図面の上のほうが、博多駅前通りの整備の図で、ここでは、既存の
道路敷内で幅員を再構成して、車道を減らして歩道を広げるという事業を行っていらっし
ゃいます。このような事業を佐賀駅南で検討を行っておりまして、写真の下側は、この秋に
行いました社会実験の様子を掲載しております。次お願いします。 
次に、新設マニュアルの構成についてです。ちょっと画面小さいですので、Ａ3 の資料が別
途ついているかと思いますのでそれをご覧いただければと思います。既存のマニュアルは、
位置づけ、必要性効果、実施環境という三つの評価市内から評価項目評価書を定めておりま
す。今回新設マニュアルでは、このうち、2 番目の必要性、効果の項目と指標を新たなもの
に変え、位置づけ、実施環境の項目については、既存のマニュアルと同じ評価項目指標とし
ております。次、お願いします。次に評価項目の内容について、評価項目と指標について御
説明します。既存のマニュアルでは、事業の効果は、費用対効果Ｂ/Ｃで見ることになって
おりますけれども、これは、目的地までの移動時間が短縮されるといったことを、貨幣価値
に換算して算出するものでございます。なので拡幅を伴わない、幅員を再構成するような道
路の再整備を対象とする事業にはなじまないと考えておりまして、ほかの項目においても、
既存のマニュアルでは歩道の設置状況や、無電柱化の実施といった未整備区間での各整備
を評価する部分がございますので、今回そこを新たに設定しております。⻩⾊の塗り潰しの
部分になります。次お願いします。 



次に、評価項目の内容について御説明いたします。まず事業の効果ですが、事業の効果は、
二つの指標を設定しております。市町の構想や計画との合致、事業内容・効果の検証プロセ
ス、ともに配点は 30 点満点としております。市町の構想や計画との合致では、まちづくり
を主に担う市町が策定する構想や計画との関連性を評価することとしております。また、事
業内容・効果の検証プロセスでは、整備効果の実証実験や、外部有識者によるいわゆる委員
会の開催等、事業効果を検証するプロセスの有無を評価することとしております。これは先
ほど申し上げましたＢ/Ｃといった、定量的な効果測定が難しいということで、事業の効率
性や透明性を担保するプロセスの有無を評価することとしております。具体的には、外部有
識者を交えた委員会等を定期的に開催した上で、事業箇所で社会実験などが行われ、事業効
果の検証が進んでいると考えられるものについて満点 30 点、委員会等が定期的に開催され
て、その中で、事業内容に関する議論や検証が行われるものについては 20 点としておりま
す。次、お願いします。次に、評価項目の都市空間については、多様な活動を生み出す都市
空間という指標で評価し 30 点満点としております。この項目では、街路の滞在機能を高め
るための計画の有無を評価することとしております。具体的には、街路空間が活用されるこ
とを前提とした、オープンスペースの確保や、電源給排水などの設備、ベンチ、椅子といっ
た施設の整備や、道路上に店舗を置く場合に、制度面の支援策などが計画されているかを評
価することとしております。また、評価項目の安全性の向上については、人を大切にした道
路構造という指標で評価し 10 点満点としております。この項目では、事業の実施により歩
行者の安全性が向上するかどうかを評価することとしています。具体的には、歩道部分の拡
幅や自転車と歩行者の分離、歩道のユニバーサルデザイン化などによって、整備前よりも歩
行者の安全性が向上したと考えられる場合に加点を行うことを想定しております。次お願
いします。最後に事業実施可否の評価基準、判断基準についてです。これは、街路事業以外
の事業と共通のものとなっておりまして、80 点以上であれば A 評価、60 点から 80 点であ
ればＢ評価、60 点未満であればＣ評価としております。一つでもＣ評価があった場合は、
判断基準ランクがⅢとなり、新規着手を見合わせる、つまり採択不可となるようにしており
ます。説明は以上でございます。 
 
（伊藤委員⻑） 
はい、ありがとうございました。今御説明あったように、この委員会ではちょっとなじみの
ないようなマニュアルということですね。すなわちＢ/ＣのＢ、ベネフィットが定量化出来
ない。いわゆるＣは確実に計算出来たとしてもですね、人の満足度だとかですね。そのほか
いろんな数値化出来ない利便性を、やるような事業なんでなかなか、マニュアルが従来どお
りのものが適用出来ないということで、今回、御提案のあった内容になってると思います。
それで委員の方々、いろいろ御質問あるかもしれませんけど、ちょっと私のほうから最初に
お聞きしたいことありますが、9 枚目のスライドでですね、事業内容・効果の検証プロセス、
30 点 20 点 0 点と分かれてますけれども、これ主に委員会や、社会実験などを定期的に開催



してると点数がもらえるという、加点方法ですね。例えばですね、委員会や社会実験をやっ
て、余りいい結果が出なかった場合、それでも 30 点もらえるのか、20 点もらえるのか。そ
ういったですね、透明性だとか公平性だとかですね、担保できるってことは確実なんですが、
結果はまた別ですもんね。そういう、どこら辺のレベルの結果が出たら点数をあたえるのか。
多分内々にお考えだろうと思いますけどそういったことがあればお教えください。 
 
（天本まちづくり課⻑） 
社会実験などをする、するということはそこでトライアンドエラー、といいますか、よくし
ていく方向で改善が行われるということだと思いますので、そういう検証が行われて、事業
を実施できる状況に近づいていくと。委員会の中でご意見をいただきながら、実施できる状
況に近づいているということで加点の評価をするということになるかと思っています。 
 
（伊藤委員⻑） 
ほぼゴーサインが出れば、30 点なり 20 点の加点、そこら辺は、また別に決められるってこ
とですね。はい、わかりました。では委員の皆さんすいません。先に質問させていただきま
した。他に何かあればお願いいたします。 
 
（永原委員） 
新しい内容ですので、何かいま一つこう、自分の中でも落ちていないんですけれども。質問
なんですけども、まずですねその、社会実験が行われたりとかしてるんですけど、この社会
実験って誰が主体になるんでしょうか。市町、それとも、沿線の事業者とかですね、この社
会実験は、誰が主体になって行うものかということと、それから多様な活動が行うことを前
提とした、この多様というのはどんな活動が考えられるのかっていうことと、三つ目はです
ね、評価項目の中に、安全性の向上、人を大切にした道路構造とありますが、安全性の向上
が目的なのかなあっていうのがですね、何か、ここで、歩道っていうか、生み出した空間で
人の活動が豊かになり、そこに人が集まってにぎわいを醸し出すっていうかですね、その歩
道を利用する人たちが、何か心豊かなその時間が使えるっていうかですね、そういう空間を
生み出すことが、目的なんじゃないかなあってお聞きしてて思ったんですね。それなのに、
歩行者の安全性を向上させることが目的？あれっ？ていう違和感を感じました。すいませ
ん。本当純粋な質問です。以上です。 
 
（天本まちづくり課⻑） 
まず社会実験の主体は誰かということでございます。この秋に行った社会実験については
県のほうで行いました。同じようにですね、3 月にも駅前で社会実験をしたんですけれども、
それは佐賀市が実施をしております。まちづくりの主体である市であったり、整備を考えて
いる県だったり、望ましいのは本当にあの沿線の事業者さんたちが、盛り上がっていただい



てですね、開催していただけるようになればなおいいかと思っています。そこは、これは主
体を限定せずにですね、社会実験は広く捉えていければいいのではないかと考えておりま
す。2 番目の多様な活動ですけれども、これにつきましては、先ほど言いましたようなキッ
チンカーがでて、にぎわいづくりをしたりですとか、あるいは、まちかど広場みたいなとこ
ろで、ミニコンサートをやったりとか、そういう活用を想定しております。最後にですね、
安全の向上についてですけれども、今おっしゃられるとおり、事業の主な目的としては、人
が集まっていただいて、にぎわいづくりと魅力の向上というところを目的としております
けれども、先日の社会実験でもですね、キッチンカーを車道の部分に並べて、軒先も利用し
ていただいたりしたんですけれども、そうすると人が並んだり、ちょっと通行に支障が出て
しまったというような場合もありました。前回の社会実験では自転車は押してくださいと
いうことでお願いをしたんですけれども、本来あそこの駅前の道路というのは、現在は歩行
者自転車用道路ということで、自転車も通れるようになっているんですね。そういうところ
を、例えば、今回空間の再配分といいますか、再整備をすることで、自転車が通る部分を分
けることができれば、歩行者の安全性も向上するということで、そういったことも評価の一
つとして加えるということで考えて、項目の中に入れさせていただいております。 
 
（永原委員） 
ありがとうございます。ということは、人が集まるにぎわいのある空間の空間を生み出すこ
とと、もう一つはその安全性も両立しながら、っていうことっていうふうに考えてよろしい
ですかね。ありがとうございます。 
 
（伊藤委員⻑） 
ほかはいかがでしょうか。はい、お願いいたします。 
 
（鳥井委員） 
すいません。私もちょっと漠然として、ちょっと言葉になるかどうかわからないんですが、
今まで、この都市空間の中の、歩道と自転車の整備というのが明確に出ているんですけど、
佐賀県ってやはりあの自転車王国だと思うんですね。今、永原委員がおっしゃったようにに
ぎわいとそれから安全性の確保が保たれたうえでと、そういうふうにおっしゃったと安心
はしたんですけど、人を大切にした道路構造と漠然とした書き方ではなく、佐賀県では自転
車王国だと思うので、そこをわざわざ外す必要があるのかなと思いました。あえて評価項目
を少なくしなくても、もう少し、羅列してもいいような気がするんです。私は兵庫県宝塚市
に住んでまして、とにかく道が狭いんですよ。自転車も結構通るんですね。結構自転車と歩
行者の事故をよく目の当たりにするんですね。娘たちが自転車で通って、危険な状況もあっ
たりするんですね、佐賀県は道路広いし、やっぱここはちゃんと担保されていると思うんで
すけど、その部分が本当安全なのかどうかっていうところを、評価マニュアルの中に入れて



もいいのかな。あえてこう外す必要があるのか、文言として入れてってもいいのではないか
なあという気がするんですけど。すいません、街路事業なのでどうなんだろう。 
（天本まちづくり課⻑） 
一応想定しましたのは、自転車だけではなくて、段差の解消によるユニバーサルデザイン化
ですとか、そういった部分まで含めて考えていたので、歩行者の安全性という、ちょっと、
漠然と思われるかもしれませんけれども、そうした言葉にしていたところでした。 
 
（鳥井委員） 
歩行者の安全性はどこに書かれているんですか。人を大切にしたいというところですか。 
 
（天本まちづくり課⻑） 
はい、人を大切にした道路構造というところで、評価の指標として事業を実施することによ
り、歩行者の安全性が向上するということで書いております。自転車も含めですけれども、
そういった今申し上げたような、ユニバーサルデザイン化というようなところも含めて書
いていたところでございます。 
 
（平尾県土整備部⻑） 
鳥井委員あのちょっとお尋ねです。自転車とかの安全性が、項目の中からなくなってるよう
なことを言われてるような気がするんですけど、そもそも、ちょっと勘違いでしたら申し訳
ございません。今回この場で審議にかけてるのは新しく作るマニュアルでして、もともとの
街路事業のマニュアルはそのまま残ってる。ですので、普通の街路整備とか歩道の整備とか
やるときには、しっかりと自転車の安全確保とかっていう項目は残ってるんですね。今回は、
あくまで、歩道のリニューアル的な部分をやろうとしてる中で、今、課⻑が言ったように今
回の社会実験の中でも、自転車歩行者道っていう、歩道の中を自転車も通れるっていうふう
に今、設定がなされてるんで、そこのキッチンカーだとかお客さんとかがいろいろこう、テ
ラス席を設けるところを、自転車が走っていくと、非常に危ないんで、だから自転車は排除
して、車道に回したり、あとはほかの道路に回ってもらったりっていうようなことをやろう
というようなことをやってるので。そこは、歩道、自転車の安全確保っていう部分は、別の
街路事業のマニュアルで、新たに整備するときはちゃんとそういったことを踏まえてやる
ということです。 
 
（鳥井委員） 
私の勘違いかもしれません。 
 
（平尾県土整備部⻑） 
街路事業そもそものマニュアルもしっかり残っています。まだまだ県内でも街路事業をや



るところがございます。今回のマニュアルはあくまで今話したように、社会実験的にとか、
あそこ 4 車線あるんですね、今駅前のとこだけでそこを 1 車線ずつ潰して歩道広げようか
なというようなことを目標にやっておりまして。一つ例でいくと佐賀駅の北側では、佐賀市
が市道の三溝線、サンライズパークまでの道を今整備をするということで駅のほうから北
に向かってやってますけど、あれが 4 車線あったのが 2 車線にしてるんですね。歩道をち
ょっと広げて、なおかつ自転車通行帯は、車道の中に⻘のラインを引いてっていうようなこ
とも、完全に歩行者と自転車を分離したような形で、自転車の安全性も確保しつつ歩行者の
安全性も確保しつつというような事業をやっておりますんで、そういった事業のときには
当然街路事業のこちらのマニュアルに基づいて評価を行っていくような形になります。 
 
（鳥井委員） 
私の勘違いかもしれません。駅前って確かに広いだけで、ちょっと寂しくて人が歩くってい
う感じではないので、もったいないなと思うんです。佐賀駅にお招きしたときに、寂しいよ
うねってよく言われちゃうので、もう少しにぎわいがあるような、はい。 
 
（平尾県土整備部⻑） 
委員おっしゃるとおり本当あの佐賀駅降りられて南側のほうに対して、できるだけ中心部
に人を誘導していきたいなと。それと、城内のほうにも人を、佐賀城公園とかもですね、い
ろいろ公園の整備もやってますし、こちらに入ってきてもらいたいというようなことの玄
関口として、今、佐賀市も駅の北口も南口の広場も整備をやってますんで、それと関連した
事業して我々のほうは実験的に今回ちょっとやってきたというようなところでございます。 
 
（陣内委員） 
ちょっといいですか。部⻑がおっしゃることわからないじゃないんだけど。だけど、例えば、
駅のとこね。広げるとか、三溝線やるといったときに、歩行者だけって書く必要がどこにあ
るのかわかんないですね。例えばこの、魅力あるところにしたって、歩行者が通って自転車
が通って車が通るわけですから、全体の安全性を確保しなきゃいけないのに、ここで何であ
えて歩行者だけこだわるのという気がします。だから例えば三溝線やるときに、どうしたっ
て商業の生徒が自転車でばんばん通るわけですから、そこも含めてやるべきであって、上に
あるからこっちになくていいっていうのはおかしいと。 
 
（天本まちづくり課⻑） 
自転車をないがしろというか、そういうわけではなくてですね。 
 
（陣内委員） 
だから、私が言いたいのは、あえてここで、歩行者に限定する必要があるんですかと。もっ



と書き方があるんじゃないですかと。 
 
（天本まちづくり課⻑） 
もう少し具体的にですね、自転車も含めた記載といいますか、そこは。 
（陣内委員） 
そうすると歩行者と自転車ということでしょう。要は、車も含めて全部考えないと、まずい
ので、もう少し書き方があるんじゃないですかって言いたい。鳥井さんの質問は、非常に当
たり前の質問だと思うんです。 
 
（横尾県土整備服部⻑） 
そうですねもう御意見、御指摘のとおりかと思いますので、ここも歩行者と特定せずに、道
路空間、全体の安全性の向上というような趣旨で書けば、歩行者も、自転車も車もというよ
うな視点になるかと思いますので、ここの表記については、少し工夫させていただければと
いうふうに思います。 
 
（伊藤委員⻑） 
細かな、要は文言というレベルではないかもしれませんけれども一部修正して、次回が 1 月
の御予定ですか。進め方として、ここで大枠は承認するかどうか、再度提案してもよろしい
んですけどどちらがよろしいですか。もう 1 回きちんと、そういった歩行者関係を整理し
てから、もう 1 回御提案されますか。なかなか、私のような理系脳ですと、従来のＢ/Ｃの
ようにですね、できるだけ定量化しようというような、考え方があるわけなんですが。逆に
考えると、こういった人のにぎわいだとか、豊かさだとかですね、景観の美しさ、それを具
現化するときにですね、いや、あまりに定量化して締めつけるといいもの出来ないねってい
うような今までの経験だとか、感覚はあるわけなんですよ。恐らくですね、陣内委員はこう
いったいわゆる定量化出来ないような事業投資の御経験がもう本当に豊富にあると思いま
すけど、今んとこどうですか大枠でどういうような評価、歩行者云々の話はちょっと、置い
ときましてですね。なかなか金額に結びつかないような、事業をプロジェクトを起こすとき
にですね、このような評価軸でいいのかどうかというような、御意見いただければと思うん
ですが。 
 
（陣内委員） 
それに関して、定量的に評価出来ないことは、経営者の立場でいうとなかなか投資しづらい
と。ですけど、この提案そのものは、僕は非常にいい提案だと思ってるんですよ。 
すぐ効果が出なくても、やっぱり将来のためにやるべきことはやるべきだ、いい提案をされ
たなと思うんですけど。それ以上のことはないですね。 
 



（伊藤委員⻑） 
プロの目からしても大枠は結構だということなんで、どういたしましょうか。文言は一部修
正という形で、今回の委員会で一応附帯決議という形でやらせていただけますか。 
 
（陣内委員） 
いろいろ申し上げましたけど、次回御審議までお持ちいただく必要はないです。私からはこ
れで終わります。 
 
（伊藤委員⻑） 
皆様からいろんな意見出ました。安全性のこととか歩行者の件でましたので、事務局のほう
で、もうちょっと、そこら辺を整理していただいて修正するということなんですが、フレー
ムですね、御提案いただいた大枠で、諮問事項については御承認いただけますでしょうか。
はい、ありがとうございました。 
 
（平尾県土整備部⻑） 
ありがとうございます。いずれにしてもですね、今、陣内委員のほうからも言われましたよ
うに、何らかの整備をすることによって道路上の安全性が、やはり向上するというのがまず
は我々目指すところなんですね。そういったところの視点をですね、しっかりと確保しなが
らいろいろ考えていきたいと思いますんで、ありがとうございます。 
 
（伊藤委員⻑） 
それでは、次の諮問事項をお願いいたします。 
 
（塚原県土企画課⻑） 
事務局の県土企画課塚原でございます。令和 3 年度公共事業再評価につきましては、本来
であれば、第 3 回委員会で諮問予定しておりますけども、国補正予算の関係から、今回 3 件
につきまして、この委員会において御審議をお願いしたいと思っております。内容について
は、担当課より御説明いたします。 
 
（満⽯河川砂防課⻑） 
資料は 2 の 1 の 5 ページをごらんください。一級河川、松浦川水系、町田川総合流域防災
事業の事業再評価について御説明いたします。本事業は、前回再評価時点から、工期の延⻑、
及び事業費の増額のための再評価となります。5 ページ下のほう位置図です。町田川は唐津
市の市街部を流れる 1 級河川です。改修区間は、松浦川との合流点から上流へ、3000 メー
トルの区間、それから、支川の山口川については、町田川との合流点から上流へ 1170 メー
トルの区間、合わせて 4170 メートルが改修区間となります。6 ページをお願いします。 



事業目的です。町田川では、平成 2 年 7 月洪水により、家屋が 430 ⼾浸水する大きな被害
が発生しております。このため、流路是正や、狭窄部の解消などにより、治水安全度を向上
し、町田川沿川地域の浸水被害の軽減を図ることを目的として、河川改修を行っております。 
これは平成 10 年 5 月豪雨の際の、町田川の様子です。この付近は、当時、堤防かさ上げが
未整備であったことから、河川からの溢水が発生しております。資料 7 ページをお願いし
ます。これは、令和元年 8 月豪雨の際の町田川の様子です。ある程度、河川の整備が進みま
して、流下断面が確保されたということで、被害の大きかった平成 2 年 7 月豪雨と同規模
程度の雨が降っておりますけれども、河川から溢水するなどの被害は発生しておりません。 
本事業の、前回再評価時点からの変更点について御説明いたします。全体事業費は、前回か
ら 3 億 8000 万円増額し、98 億 8000 万円となります。事業期間は 3 年間延⻑し、令和 8 年
度までを予定しております。改修延⻑や計画流量、計画治水安全度は変更ございません。 
また、事業内容も変更ございません。費用対効果は、令和 2 年度末時点で、11.3 から 15.5
に増加しております。次に、事業の進捗状況です。用地買収は全て完了しておりまして、予
算ベースの進捗率は、今年度で 95.7％となっております。資料 8 ページをお願いします。 
前回再評価時からの変更理由です。まず、事業費の増額理由です。4 点ございます。埋蔵文
化財、これは唐津城下町跡の⽯垣にもなっておりますけれども、これが確認されたことによ
りまして、文化財調査費の増加と、それに起因します工事費の増加、2 点目、河床の洗掘部
における根固め対策工の増加、3 点目、河道掘削の工法につきまして、河道内に仮設道路を
設けて、掘削する方法に変更したことに伴います工事費の増加。最後 4 点目です。現在良好
な生態、環境が形成されている箇所におきまして、水生生物の生態系に配慮し、減勢捨⽯工
や緩傾斜落差工を追加したことに伴います工事費の増加、これらの理由によりまして、事業
費で 3 億 8000 万円増額しております。 
次に、事業期間の延⻑理由です。文化財の現地調査が必要となったことに伴います、工期の
延⻑、それから、工法変更の検討期間や、追加した工事の施工期間が、増となりましたこと
によりまして、延⻑となっております。これらの理由により事業期間を 3 年間、延⻑するこ
ととしております。事業の進捗状況です。令和 2 年度までに、松浦川合流点から、勇駒橋、
中流付近に⿊で塗っておりますけれども、約 1500 メートルの区間が完了しております。そ
れから、支川山口川につきましては全区間完了しております。あわせて改修区間全体で 4170
メートルのうち、2670 メートルが完了しているところです。今後、勇駒橋上流より、改修
を進めていくこととしております。資料 9 ページをお願いします。完了区間の状況です。こ
ちらは新興大橋上流の改修前後の写真をつけております。河道掘削を行いまして、流下断面
を確保しております。それから、河床洗掘が見られた箇所につきましては、右下のほうに、
図面を付けておりますけれども、乱杭捨⽯工法によりまして、護岸の根固めを実施しており
ます。 
事業をめぐる、社会情勢等の変化です。流域内では、宅地や事業所が増加しておりまして、
河川改修の重要性は変わらず高い状況となっております。資料 10 ページをお願いします。 



費用対効果の要因の変化です。今回費用対効果は、11.3 から 15.5 に増加しております。主
な理由としましては、前回評価時点と比較しまして、家屋数が増加したことや、それから、
マニュアルの改定によります被害率の上昇によりまして、総便益Ｂが増大したことによる
ものです。変更後の総費用は、約 277 億円、総便益は、約 4317 億円となりまして、費用対
効果は 15.5 となります。コスト縮減につきましては、建設副産物の有効利用や、再生材の
積極的な使用に取り組んでおります。代替案については特にございません。11 ページをお
願いします。 
本事業の対応方針です。Ｂ/Ｃ1.0 以上が確保されていること。また、用地買収が完了してお
りまして、今後も円滑な事業執行が可能であること。さらに、地元住⺠から、早期完成を望
まれており、流域内では、宅地や事業所が増加するなど、事業の必要性は依然として高いこ
と、以上のことから事業を継続することとしたいと考えております。以上で町田川総合流域
防災事業の再評価結果の説明を終わります。 
 
（伊藤委員⻑） 
はい、ありがとうございました。ただいまの御説明について何か御質問ありましたらお願い
いたします。皆さん考えていただいている間にちょっと私のほうから、本件とちょっと関係
ないんですけれども、教えていただきたいことがあってですね。この委員会でよく出てくる
のは、どこかの河川が洪水になったから、新しく堤防強化したりですね、⾊々な対応、提案
されたり報告されたりというのが多いんですが、今までに、被害がなかった、洪水とか被害
がなかった河川でも、戦略的に考えてですね、もしここの河川があるところで決壊したら、
ものすごい被害が出るよということで、事前に、いわゆる予防的にですね、対応されてるよ
うな計画というのは、県では、どういったところがあるんでしょうか。 
 
（満⽯河川砂防課⻑） 
そういったところはですね大体、過去、やはり浸水被害等起きてまして、何も被害が発生し
なくてですね、河川の整備を行っているようなところは、私記憶はしてないです。 
 
（伊藤委員⻑） 
いずれにしても事後的な対応がメインだということですね。ただ、住宅密集エリアが大分、
世の中変わってきたり、昨今の、いわゆる局所的な豪雨、ゲリラ豪雨など時代が変わってき
てますんで、今まで 1 回も被害がなかったところでも、これからある可能性は結構高まっ
てますよ。そんな、いわゆるハザードマップ的なですね国交省とさんざんされてるような、
県管理河川をお持ちだと思うんですけれども、それを見ながら、初期投資するようなポジシ
ョンも、この時代考えとくべきじゃないかなと私は思っております。 
 
（満⽯河川砂防課⻑） 



ハード整備はやってないのかもしれないんですけど、例えば、水位計とかですね、ソフト対
策になりますけど、そういったこと等はやって補っているような形です。 
 
 
（伊藤委員⻑） 
なるほど、ソフトも大事ですけど、人命を守るためにはですね、根本的に被害を出さないた
めのハードももちろん非常に大事ですのでまた両輪でお考えください。はい。すいません。
どうぞ、何かありましたら。よろしいでしょうか。はい。ではこの諮問事項について御了承
いただけますでしょうか。はい、ありがとうございました。次、続けてやられますか。 
はい、お願いいたします。 
 
（満⽯河川砂防課⻑） 
資料 15 ページになります。矢筈地区地すべり対策事業の事業再評価の結果について御説明
いたします。前回の再評価時点より、工期の延⻑及び事業費の増額のため、説明をいたしま
す。 
位置図です。矢筈地区は、県⻄部、矢筈ダムの、ちょっと北のほうにあります。武雄市、⻄
川登町の神六に位置しております。資料 16 ページをお願いします。事業目的です。本事業
は、矢筈地区の地すべり被害を軽減することを目的として、地すべり対策を行っております。
現在までに、地下水排除工、抑止工、井桁擁壁工、水路工の整備を行っております。矢筈地
区の概要です。赤で囲んでいる区域が地すべりの防止区域になります。この中に、保全対象
として、人家が 52 ⼾、それから、地域の避難所となっております矢筈コミニティーセンタ
ー、それと、避難路となっております市道矢筈線がございます。資料 17 ページです。 
矢筈地区は、昭和 40 年から地すべり対策事業を行っております。平成 16 年の台風の被害
を受けて、平成 19 年度に事業を再開し、令和 2 年度に概成したところです。今回、令和 3
年 8 月豪雨によりまして、新たに地すべりの兆候が見られたため、地すべり対策事業を行
うことにより、人家、公共施設等の保全を図る必要があり、令和 8 年度の完了を目標として
おります。事業の進捗状況です。現在まで、進捗状況、進捗率としましては、48.1％となっ
ております。前回の再評価時と比べまして、対策ブロックが、5 か所から 6 か所、1 か所増
加しております。全体事業費は 2 億円から 3 億 8500 万円となっております。対策内容とし
ましては、地下水排除工及び、抑止杭工となっておりまして、費用対効果は、前回の 1.48 か
ら 1.14 へ減少しております。また、左のほう注釈に書いておりますけれども、平成 29 年、
前回の再評価時点から、観測の結果によりまして、抑止工 1 か所が、対策が不要となったた
め箇所数では 1 か所減となっております。資料 18 ページをお願いします。 
変更理由です。令和 3 年 8 月豪雨により、図面上で赤線で囲っています。Ⅱ-Ｄブロック、
というところで新たな地すべりの兆候が見られました。このため、その対策を行うための工
期の延⻑及び、事業費の増額となっております。また、図面上の大きい方、⿊い線で囲んで



る部分の中に、点線で 5 つブロックを書いておりますけれども、これは、平成 19 年に再開
した後概成したブロックとなっているところです。 
事業をめぐる、社会情勢等の変化です。近年の気候変動に伴いまして、全国的に災害が、頻
発化、激甚化している状況であること、それから、保全対象区域の、家屋や地域避難所、避
難路は、前回の再評価時点と変わらないこと、こうしたことから、地すべり対策の重要性も
変わらず高いと考えております。資料は 19 ページです。 
費用対効果の要因の変化についてです。今回費用対効果は 1.48 から 1.14 に減少しておりま
す。要因としては、前回の再評価時点から見ますと事業費が増加したことによるものです。 
変更後の総費用は約 39 億円。総便益は約 44 億 4000 万円となっておりまして、費用対効果
は 1.14 となります。コスト縮減や代替案については特にございませんが、詳細設計及び発
注時点で、経済的な対策工法を選定することとしております。最後に、本事業の対応方針で
す。この地すべり対策事業は、土砂災害等から人命財産を守るために今行う事業であること。 
それから、B/C1.0 以上が確保されていること。それと用地買収が完了しておりまして、地
元からは、継続的な要望が出されており、今後の円滑な事業執行が可能であること。こうし
たことから事業を継続することとしたいと考えております。以上で、矢筈地区地すべり対策
事業の再評価結果の説明を終わります。よろしくお願いします。 
 
（伊藤委員⻑） 
はい、ありがとうございました。今御説明ありましたけれども、地域の避難所が、かなり今
回の地すべりが起こったところに近いということなんですね。これ、御説明あったように、
令和 8 年竣工というか、完了という事業ですので、これ、避難所に皆さん集まったときに地
すべり起こったら大変なことにまたなりますので、この令和 8 年までかなり期間がありま
すから、避難所を一旦、下流側の何か谷筋から外したようなどっかに移すとかそういう対応
は考えられてますか。 
 
（満⽯河川砂防課⻑） 
地域避難所自体は、近くにはあるんですけれども、今回追加するブロックの中ではないので、
これまでどおりの対応をすることで、武雄市さんとも話をしています。 
 
（伊藤委員⻑） 
要は、避難場が地すべりの被害を受ける可能性は結構低い。はい、そうですか。そこに向か
うアクセスの道も、多分大丈夫ですか。わかりました。 
 
（満⽯河川砂防課⻑） 
大雨等降った際も、ずっと観測をやってますので、もし危ない場合は、委員⻑が言われたよ
うにどこかに、場所を変えるとか、そういうこともあるかもしれません。今のところは大丈



夫です。 
 
（伊藤委員⻑） 
はい、わかりました。はい、では、委員の皆様お願いいたします。ではよろしいですか。 
御意見なければ、はい、この、諮問事項も、原案どおり御承認いただけますでしょうか。 
はい、ありがとうございます。 
 
（塚原県土企画課⻑） 
はい。それでは河川砂防課に引き続きまして道路課の再評価案件 1 件について御説明いた
します。よろしくお願いいたします。 
 
（⽚渕道路課⻑） 
私からは、主要地方道鳥栖朝倉線の再評価の結果について御説明させていただきます。皆様
方御手元の資料で申し上げますと資料 2 の 2 の 5 ページからになります。お願いいたしま
す。スライドに同じものを出させていただきながら説明させていただきます。最初に今回評
価を行いました箇所についての御説明でございます。鳥栖朝倉線でございますが、上の中央
のほうに、ちょっとわかりづらいかもしれませんけども、九州縦貫自動車道がございます。
鳥栖インター、鳥栖ジャンクションから南へ約 3km あたりのところに、仮称でございます
が味坂スマートインターチェンジと申しまして、ＥＴＣカード専用のインターチェンジの
計画がございます。この、スマートインターチェンジへのアクセス道路といたしまして、国
道 3 号側から福岡県の県道にまたがりますが、全体 1.6km のアクセス道路の整備をしてお
ります。全体 1.6km のうち、佐賀県側の約 1km につきまして、県で整備を進めている事業
でございます。スマートインターチェンジそのものにつきましては、ＮＥＸＣＯ⻄日本で整
備をしていただいているという事業でございます。次のページをお願いいたします。 
この事業の目的でございます。大きく二つございます。高速道路へのアクセスの向上、それ
から交通混雑の緩和ということと、物流の効率化、企業誘致の促進ということを目的に事業
を進めているというような事業でございます。次のページをお願いいたします。先ほど申し
上げました一つ目の目的について少し詳しく示した図面になります。この事業の大きな効
果といたしまして、当然スマートインターチェンジを整備するということになりますので、
高速道路インターへの経路の選択肢が増えてくると。いうことになろうかと思っておりま
す。鳥栖ジャンクションと久留米インターの間に新しいスマートインターチェンジを整備
するということになります。高速道路、インターチェンジなどへの、経路の選択肢が増える
ということになります。従来であれば、国道 3 号を経由いたしまして、鳥栖インター、ある
いは、久留米インターから高速道路を利用されていた方が、その中間にできます新しいスマ
ートインターチェンジを利用できるようになるということになりますことから、高速道路
利用者の県道の交通の分散が図られるということで、現道の交通混雑の緩和が期待できる



というふうに考えているところでございます。スマートインターチェンジや高速道路のイ
ンターチェンジ、今までより所要時間が短縮されるということで、そういった方の交通の利
便性の向上も期待できるというふうに考えており、次のページをお願いいたします。大きな
効果の 2 点目でございます。物流の効率化でございます。味坂スマートインターを設置い
たします鳥栖周辺でございますが、御承知のとおり産業拠点が集積している地域となって
おります。例えば鳥栖の商工団地から、鳥栖のインターまで、従前であれば、６分ほどかか
っていたものが、新しいスマートインターチェンジを経由すれば、2 分程度となりますこと
から、高速道路への到達時間短縮が期待できるというふうに考えております。こういったこ
とでさらに、鳥栖市東部地域の企業の誘致が進むというようなことを期待しているところ
でございます。 
次のページをお願いいたします。事業の概要になります。今回、計画しています事業でござ
いますが、当初、約 36 億円と見込んでおりました事業費が、今回 61 億円と見直しを行っ
ているものでございます。インターチェンジそのものにつきましてはＮＥＸＣＯで整備を
していただいておりますが、福岡県側につきましては福岡県ということで、佐賀県、福岡県、
一体となって整備を進めている状況でございます。工期につきましては、当初の目標であり
ます令和 5 年度を変えずに進めていきたいというふうに考えております。事業の進捗状況
でございますが、令和 2 年度までで事業費ベースで約 23％の進捗でございます。用地につ
きましては、令和 3 年度に全ての契約が得られたところでございます。進捗率 100％になる
見込みでございます。次のページをお願いいたします。 
事業費増の理由でございます。大きく二つございますが、まず 1 点目でございます。地質調
査の結果に伴います軟弱地盤対策工法の変更でございます。事業後に詳細な地質調査を行
いました結果、軟弱地盤が当初見込んでおりました以上に厚いものであったということが
判明いたしまして、軟弱地盤対策の深さや工法の変更を行いましたことで、軟弱地盤対策に
かかる費用が増加となっております。次のページをお願いいたします。大きな理由の二つ目
でございます。橋梁の設計の実施に伴います、橋梁工事に関する事業費の増加でございます。
これにつきましても事業化後に、橋梁設置箇所におきまして、詳細な地質調査を実施したと
ころでございますが、想定より支持層がかなり深いということが判明いたしまして、基礎工
であります杭の⻑さや本数、それから杭の大きさなどが変わっております。県内区間で四つ
の橋梁を予定しておりますが、こういったことで橋梁の工事費が増えたものでございます。
杭の形式以外につきましても、詳細な設計を行い、また管理者との協議などによりまして、
橋の⻑さが延びたりですとか、橋の架設方法が変更になったというようなことも、変更の要
因となっているところでございます。次のページをお願いいたします。 
現在の事業の進捗状況についての図面になっております。赤で着⾊しております区間が今
年度、事業を行っている箇所で、⻩⾊が、次年度以降に予定している箇所でございます。こ
れまでに地盤改良、道路改良工事進をめておりまして、令和 3 年度以降、途中、大木川、山
下川、蓮原川、秋光川、それと、高速道路もございます。こういった箇所を横断する橋梁の



工事を進めているところでございます。次のページをお願いいたします。現在の現場の実施
状況でございます。盛土工事などを進めている様子をごらんいただけるかと思っておりま
す。次のページをお願いいたします。 
計画についての横断図でございます。新しい道路ということでございますが、両側に歩道を
設けた新しい道路を整備しているとこでございます。次のページをお願いいたします。 
社会経済情勢の変化でございます。令和 2 年 3 月に鳥栖市におきまして、都市計画マスタ
ープランを策定されておりますが、今回事業を行っております味坂スマートインターチェ
ンジ周辺につきましては、工業流通業務団地という位置づけをされておりまして、こういっ
た私どもの事業にあわせて鳥栖市のほうでも、新たな土地利用について検討を進めていた
だいているところでございます。次のページをお願いいたします。 
費用対効果の状況でございます。費用体効果につきましては、福岡県で行っております区間
も含めまして全体で算出をしております。事業費が増加しておりまして、B/C は減少して
おりますが、1.0 を上回る結果が算出できております。次のページをお願いいたします。 
コスト縮減等の状況でございます。コスト縮減につきましては、他工事で発生した残土の流
用などを行っております。今回の現場におきましても、朝倉市で行われております災害関連
事業で発生いたしました建設発生土の流用などを行っているところでございます。 
次のページをお願いいたします。対応方針でございます。B/C1.0 以上確保をされておるな
ど、必要性が高いものだというふうに考えております。 
事業の進捗も用地が完了するなど、順調に進んでおります。地元におきましても、期成会な
どを設置いただいておりまして、しっかり支援をしていただいておりまして、非常に期待の
大きい事業だというふうに考えております。引き続き事業を継続していきたいと考えてお
ります。すみません。駆け足ですが説明は以上でございます。 
 
（伊藤委員⻑） 
はい、ありがとうございました。ただいまの御説明に関して、御意見や御質問ありましたら
お願いいたします。皆さんお考えいただいている間に、私のほうから一つですね、鳥栖の工
業団地っていうのは、県内でも有数の内陸倉庫ですよね。新聞社も 2 社ぐらいありました
っけね。ほかにも物流関係の、非常に 1 番、県内でも活発なところですけれども、スライド
4 そうですね今ちょうど出ている。すぐ上にもあれですか、何かグリーンロジスティクスパ
ーク鳥栖、これも、稼働しているんですか。そうですか。新聞配達も含めて 1 分 1 秒を争う
ような世界ですもんね、ここのインターができると大分楽になる。鳥栖ジャンクションとか
鳥栖インターって結構混んでいて、なかなか行きづらいところがあってかといって南の久
留米ももっと大変ですもんね。この間に 1 個できるとそういった、業界の方も本当に喜ば
れるかもしれません。渋滞も緩和される。ほとんど大型ですもんね。それが減るってことで
すね。はい。わかりました。何か委員の方、お願いいたしますはい。 
 



（鳥井委員） 
反対する理由は全くないんですけど、ちょっと事業費がすごく、やはりこうゆう理由をお聞
きすると軟弱地盤ですとか、橋梁の計画を見直すとか、何でこんなにかかっちゃうものなん
ですか。やはり厳しい状況のこんなに倍近い額がかかってしまうのかと。今後の発展のこと
を考えると決して反対はできないものなんですが。 
（⽚渕道路課⻑） 
私どももですね、反省すべきところはしっかり反省しないといけないなと思っております。
今回、事業化前にこの詳細な調査を、現地の調査を行わずにですね、近傍のデータを活用し
て事業費を見込んでおりました。先ほどちょっと先生のほうからもお話がありましたが、北
のほうに、グリーンロジスティクスパーク鳥栖といった流通業務団地、これは県で整備をし
ておりまして、このときのデータを参考にしながらですね、これぐらいかなというふうに見
込んでいたわけですけども実際現場に入りますと、かなりその軟弱な層が厚かったりだと
か、軟弱な層に支持にできるかなという砂の層があったんですけども、そこがちょっと薄く
て、さらにその杭についても深く、打ち込まないといけないというようなこと等が判明しま
して、もうちょっとですね、しっかりたくさんの情報を集めながら、設定すればこういうふ
うに、こんなにっていうふうに言われずにですね、済んだかなというふうに思っております
ので、反省すべきところは反省しながらですね今後やっていかないと。 
 
（鳥井委員） 
金額を目の当たりにすると、10 億円ぐらいちょっとこうね、何分の一かが増えたとかただ
ったら。これだけ増えてしまうと、信頼性とかどうかと思います。あえて言わせて頂きます。 
 
（伊藤委員⻑） 
鳥井委員の言葉は私を含めた土木関係者全てにおしかりだと思う。本当にごもっともです
けど、ほぼ倍近く増えていますもんね。一体どんな見積りだったんだていうような感じ、家
建てると思ったら、2000 万円の家があっという間に 4000 万円になってたみたいな感じに
なりますもんでそれも当然です。ただですね、少しだけ弁明させていただきますと、ボーリ
ング調査っていうのはですね地下のこういった、下がやわらかいとか調べていくんですけ
どそれがなかなか、地層っていうのはもう中でぐちゃぐちゃになってよく当たらないこと
が多いんですよ。例えば、2008 年、矢部川大橋っていうのは、有明海沿岸道路の一部でつ
くったんですけども、いわゆる基礎の設計の場所に、普通ボーリング打つんですけど、ちょ
っとだけずれて 5m ぐらい外れたところのボーリングデータをもとに設計したら、もう設計
よりずるずるって下がってですね、2 倍ぐらい下がりますよね、10 ㎝が 20 ㎝ぐらいになり
ましたっけね。で、工事ストップしちゃう。1 年ぐらい止まって委員会立ててどうしますよ
っていうような、いわゆるボーリング調査ってのは昔からやっているんですけれども、なか
なかうまく当たらないっていうのが見えないところですんで。 



 
（鳥井委員） 
今みたいな理由に意見を言うのは申し訳ないと思うのですが、税金を使っているので厳し
い目線が行くと思う。理由を聞けば納得するが、その辺は資料に書けないものなんでしょう
かね。 
（⽚渕道路課⻑） 
例えば 6 ページのスライド左のほうに事業化後詳細な地質調査を実施した結果、厚く堆積
してあったためということで今申し上げたこと、すみません文字では書いてるつもりだっ
たんですけど 
 
（鳥井委員） 
反対する気持ちは一切ございません。 
 
（伊藤委員⻑） 
土木関係者一同、正直、研鑽いたします。では、この案件どうでしょうか、御承認いただき
ます。はい、ありがとうございます。諮問事項は以上でございまして、報告事項のほうに移
りたいと思います。 
 
（塚原県土企画課⻑） 
はい、それは県土企画課から御説明申し上げます。資料 3 をお願いいたします。新規評価実
施箇所数一覧について御説明申し上げます。今回、新規評価を行った箇所数につきましては、
1 ページ目が整備系事業、裏面、2 ページ目が維持系事業の箇所数でございます。 
どちらの資料も各課の事業ごとに、左から右に検討箇所数、現地機関における評価箇所数、
事業担当課における評価箇所数、部における評価箇所数を記載しております。まず、検討箇
所数ですが、これは地元から要望のあった件数になります。次に現地機関、事業担当課分、
評価箇所数ですが、それぞれ各現地機関、担当事業課、部は地域交流部、農林水産部、県土
整備部における評価箇所数になります。事業ごとの評価マニュアルに基づきまして、評価項
目の位置づけ、それから、必要性効果、それと事業の実施環境、三つの項目につきまして、
BBB 以上の評価がなされた箇所数となります。1 ページにお戻りください。下から 2 行目
の合計の欄でございますが、整備系では、全体として地元から 138 箇所の要望があってお
ります。各土木事務所などの現地機関でマニュアルに沿って評価した結果、BBＢ以上の評
価となったものが 49 箇所、そのうち 44 箇所につきましては事業担当課、各部におきまし
て BBＢ以上の評価となりましたので、新規事業として予算化する候補としております。こ
れら 44 か所の課別事業別の箇所数及び事業費ごとの内訳は、右側のほうをごらんいただき
たいと思います。それぞれの評価内容につきましては、資料 5 に課ごとに添付しておりま
す。また、検討箇所数が 138 か所に対しまして、BBＢ以上の評価を行った事業化候補が、



合計 44 か所ですので、差引き 94 か所につきましては、評価項目のほうで、いずれかにＣ
があったということになります。Ｃ評価となった箇所につきましても、Ｃ評価一覧表を末尾
に添付しておりますので、御確認をお願いいたします。次に 2 ページですが、維持系につき
ましては、現地機関、事業担当課、部で 23 か所を評価いたしまして、23 箇所全てが、新規
事業化に値するという評価となっております。それぞれの事業箇所の評価結果につきまし
ては資料 6 に評価調書を記載しております。今年度の新規評価の概要につきましては以上
でございます。この後、新規評価を行いました整備系の 44 か所の中から、資料 4 に沿いま
して、代表事例 4 か所を個別に説明させていただきます。 
 
（伊藤委員⻑） 
まず 1 点。これで御意見伺いましょうか。はい。個別の御説明の前にですね今、御説明いた
だきました新規評価箇所ですね、整備系が前で、裏が維持系ですね。はい。箇所数は、例年
並みと考えて、特に、次年度、特徴的なことがあったら補足して、御説明いただければと思
うんですが、例年並みなら結構です。 
 
（塚原県土整備課⻑） 
整備系に関しましては、例年並みということで考えております。維持系に関しては、例年よ
り若干ちょっと少なめになってるのかなという形になっております。 
 
（伊藤委員⻑） 
なかなか数字だけ。覚えられないんで、どう変化しているのかなと思いながらですね、いつ
も見てるんです。 
 
（塚原県土企画課⻑） 
公共事業に関する予算額につきましては、例年 400 億程度を確保しておりますのでその中
での、やりくりっていうことになろうかと思います。 
 
（伊藤委員⻑） 
いわゆる、どっかに力を入れたよとか、だんだん重点配分がこっちのほうに移ってるよって
いうような、方向性というか傾向がですね、分かればいいんですけれども、例年並みなら従
来どおりってことですね。委員の方々、この二つの表に関して御意見ございましたら、よろ
しいですか。はい。では、個別の御説明に移っていただいて、はい。4 箇所ですね。 
 
（江口農地整備課⻑） 
それでは農地整備課の江口でございますどうぞよろしくお願いいたします。資料 4 のです
ね 1 ページをお願いいたします。農地中間管理機構関連農地整備事業ということで鹿島市



の音成・嘉瀬の浦地区っていうことについて説明をさせていただきます。今年度第 1 回の
委員会で評価マニュアルを御承認いただきましたのでそれに沿った形で評価をしておりま
す。この事業につきましては、県内で初めての事業になりますので、少し事業の中身を、特
徴的な部分をですね、説明をさせていただければと思います。 
資料のですね、5 の 2 というのが紙でお配りを、御手元いただいてあるかと思います、ちょ
っと見ていただければと。ありますでしょうか。 
すいません、スライド表示は出来てませんけど、農地中間管理機構関連農地整備事業という
ことで 3 ページのところに、事業の目的をお示ししてます。この事業は、俗に農地バンクっ
ていう、お聞きになられたことがあるかと思いますが、農地の貸借を農家の方とやるときに
一時的に農地を保有するというような組織でございまして、農水省で平成 26 年に制度化さ
れたものでございます。で、その組織、いわゆる農地バンクを活用して基盤の整備もやって
いこうというのが、この機構関連農地整備事業でございます。目的としたところに書いてま
すように農家の高齢化とか後継者不足によりましてですね、農地のもう農業をやれないと
いうことで農地の出し手が増加するというふうなことが見込まれる中で、農地を基盤整備
されていない農地を出されても、なかなか借手がいないというふうな状況もありまして、そ
ういうふうなところを機構を介して、整備も行いつつ、そういうふうな課題を解決していこ
うというような目的でですね、こういうふうな制度が仕込まれてございます。次の 4 ペー
ジをごらんいただきたいんですが、農地整備の方法例につきましては、区画整理といういう
ことで、急峻な農地を⻑方形とか、そういった形状のきれいな形に、整備をしていくという
ふうなことに加えまして、下のほうに書いてますように、分散している農地を、今ＡＢＣＤ
とかっていうことで、ちょっとぐちゃぐちゃになってるんですが、そういったものを整備後
にきちっと配置しまして、集積、集約を行うと。集積っていいますのは人に集めていく例え
ばＡの方にずっと白いところを集めていくとかですね、そういうふうなことなんですけど、
集約っていうのは、Ｃの人たちをこうまとまった団地にしていくっていうようなことで、非
常に今後の作業効率も一緒に、求めて整備をしていくというふうな事業の内容でございま
す。資料の 4 に戻っていただきたいんですがこういうふうな事業を先に承認いただきまし
たマニュアルに基づいて評価をいたしましたというふうなことで、その内容についてです
が、この地区に、音成・嘉瀬の浦地区につきましては、昭和 38 年から 56 年にかけて、国
営事業でですね、当時開墾とか、畑地を開いていったというふうなことで整備をいたしてお
ります。 
で、県内有数のミカン産地、いわゆる多良岳というところでございますので、ミカン産地で
すので、一生懸命やられたんですが、なかなか先ほど言いましたように農家の高齢化とかそ
ういったふうな状況で、非常に耕作放棄地が増えてきているというような状況にございま
す。 
こうした中、県としても園芸の作付をしっかり進めていきたいっていうふうなことで今打
ち出しておりますので、それに沿った形でですね、こういう区画整理をやっていくというふ



うなことで進めておるところでございます。2 ページをお願いいたします。そこにつけてま
す事業概要ですがピンクでですねお示ししているところ、嘉瀬の浦工区と音成工区、それか
ら、音成工区 1.2 にですね、ここのところを整備するようにしております。 
3 ページをお願いいたします。現地の状況ですが、先ほど来申し上げてます農家の高齢化と
かそういったものが、地区の現状としてございまして、こうした課題を解決いたしますため
に、今回、上のほうに示してますような、集積とか集約をやってですね、集約であれば 1.8
倍に集約をしていく、それから農業産出額ですと、3.2 倍に産出額を上げるとか、そういう
ふうな計画で課題解決を図っていこうというふうなことでございます。マニュアルの評価
につきましては位置づけとですね、必要性効果、それから実施環境この大きく三つで評価を
いたしております。ここに示してますように、位置づけに関しては、は、全てが該当してい
るますので、Ａという評価をいたしております。それから次、必要性効果のところですが、
一つちょっとマイナスのところは他の公共事業との連携が、近傍でないっていうふうなこ
とで、あれしてませんが、80 点以上という 80 ポイント以上ということ、それから、もう 1
か所、はい、3 番目の実施環境のところですと、ここについても、評価点全てポイントが取
れてますのでということで、1 番下のと、位置づけ必要性効果、実施環境いずれも A という
ことで総合評価Ⅰ、優先的に事業を実施ということで整理をいたしております。説明につい
ては以上でございます。 
 
（伊藤委員⻑） 
はい。ただいまの御報告について何か御意見やですね、コメントがあれば、お願いいたしま
す。 
（陣内委員） 
すいませんお聞きしますけど。鹿島市が負担について了解を得ているということなんです
けど、この負担割合と、決められたものがあるんですか。 
 
（江口農地整備課⻑） 
負担割合についてはですね、国がガイドラインということを示しております。で、最終的に
はちょっとそういうふうなことも参考にしながら、県と市町の負担割合を決めていくこと
になります。今回説明の中では触れていなかったんですが、この機構関連農地整備事業って
いうのは、どうしてもやっぱりその受け手と出し手の関係性を相互に補完し合うような制
度になってございますので、基盤整備をしたいけど負担がかかるとか、負担がかかるなら基
盤整備をしないとこうみたいな、そういうふうな、っていうか、感情があられる方もいらっ
しゃるので、農家負担のところですね。、国が肩代わりすると。いうふうな制度になってご
ざいまして、農家の負担はなし。ですから国と県と市町での負担構成になっています。 
 
（伊藤委員⻑） 



ご専門の立場から田中委員とか何かあればどうぞ 
 
（田中委員） 
オレンジロードがあるじゃないですか、ミカンの生産者が減って、もう今ではオレンジロー
ドと言わないとか、いうところもありますよね。なかなかですねこの農家負担が、もう何に
してもですね厳しい状況なので、田んぼにしてもですね、預かるとかしていくときに、基盤
とかちゃんとしていただけたら、預かりやすいのかなあと生産しやすいのかなって思うと
ころもあります。田んぼとかも本当にもうトラクターとかではどう行けても、やっぱ、コン
バインのようなですね、どうしても、距離があったら、移動させるのに車を運んでもらった
りとかするところもあるので、近くに集積していただけたりとか、集約していただけたりと
かして預からせてもらったらですね、小面積とかも、規模拡大とかがしやすく、なっていく
のではないかなと思います。本当に、田んぼも真四角のものばっかりじゃなくってですねう
ちら辺もちゃんと出来てないので、もうすごい形が三角形だったりとかするところがある
ので、細⻑かったり、真四角だったり、仕事的には、とてもはかどるなあっていうのを、今、
以上です。 
 
（伊藤委員⻑） 
これを 1 回地権者から買い取って再整備するってこと。 
 
（江口農地整備課⻑） 
買い取るというか、借り受ける借り受ける、ですからバンクですのでそこで一旦こう一時保
有をするわけです。借受けて、そこで農業をやりたいという担い手が、その地域の中でいら
っしゃれば、その方にまとめて、受け手側に農地を今度貸し出すみたいなことを農地バンク
を介してやるというふうなことになります。そのときにさっきおっしゃられたように三角
の農地とかっていうふうなことがあると、非常にやりづらいんで基盤整備もそこでセット
でやりましょうみたいなそういうふうな制度 
 
（伊藤委員⻑） 
エリアで 1 か所も、いわゆる貸さないよっていう人が出てくる可能性はないわけですから、
今回の計画地なんかは、もちろん全部同意とられて 
 
（江口農地整備課⻑） 
そうですね、もちろんそういうふうなことになると思いますので、そこはその地域の方々が
こういうふうにやりたいっていうふうなところの合意が得られたところでないとなかなか
出来にくいと思います。今回の事業は、私どもがちょっと今やってるその土地改良関係の事
業というのは基本的には申請の手続を踏んでやるんですが、これは県の発意でやるという



ことになりますそれは農地バンクからの、申入れを受けてですね、県が発意してやるってい
うふうなことになるんですが、手続はそうなんですが、事実上はですねやはり地域の合意が、
やはりそこが前提になるかというふうに考えています。 
 
（伊藤委員⻑） 
これからそういった山間部、中山間地以外でも、いわゆる耕作放棄地がたくさん出てくると
こういう事業っていうのは、かなり進めなきゃいけなさそうですね。 
 
（江口農地整備課⻑） 
そうですね。はい。 
 
（伊藤委員⻑）ほかに何かございます。よろしいですか。はい、ではありがとうございまし
た。どうぞ御準備出来ましたら 
 
（吉良森林整備課⻑） 
資料 4 の治山事業でございます。資料の 9 ページになりますので、よろしくお願いいたし
ます。まず事業の概要でございますけれども事業の地区はですね、唐津市の萩平地区となっ
てございます。事業期間は令和 4 年度から 7 年度まででございます。総事業費 2 億 1500 万
円となってございます。事業の目的でございますけれども、治山事業につきましては、山の
ですね、谷部の渓岸とか渓床、そちらが侵食したところについて渓間工治山ダム等を設置い
たしまして、災害の未然防止を図るものでございます。次お願いします。10 ページをお願
いします。事業の位置図でございますが、場所は、唐津市の相知町の市⺠センター、から東
のほうに、3.5 キロといったところでございまして、赤丸でしているところが、萩平地区で
ございます。その上のほうに伊岐佐ダムがございますので、伊岐佐ダムの南のところでござ
います。10 ページの下のほうでございますけども、現地の被災状況、復旧計画でございま
す。 
ここに写真がございますように、谷部の渓岸の浸食がございまして、流木がですね堆積して
おりましたり、土⽯が堆積しているという状況でございまして、こちらがさらに今後の豪雨
等によりまして、土⽯流が発生する恐れがございますので、渓間工、治山ダムを設置するも
のでございます。 
こちらの地点でも設置につきましては、10 ページの下のほうの赤の三角で、①から④とご
ざいますけれども、治山ダム 4 個を設置する計画でございます。 
こちらの⻩⾊の部分が、土⽯流が想定される部分になりますけれども、保全対象といたしま
しては、この⻩⾊の中に、人家が 17 ⼾、それから、県道 328 号線が通ってございます。 
こちらが保全対象ということになります。11 ページをお願いします。新規マニュアル評価
に基づく評価でございますけれども、先ほどの農地の評価と同じように、位置づけ、必要性



効果、実施環境ということで評価をさせていただいております。まず位置づけにつきまして
は、施策に対する方針、あるいは、山地災害発生等の危険度、防災点検という三つの視点か
ら、評価を行ってございまして、評価結果といたしましては、100 ポイント中の 80 点とい
うことで、A 評価となってございます。11 ページの下のほうにございますけれども、（2）
の必要性効果でございます。こちらにつきましては、まず費用対効果、Ｂ/Ｃでございます
けれども、3.07 ということで、2.0 を超えてございます。それから、次のページお願いしま
す。12 ページの上のほうでございますけれども、災害の発生履歴としてはございません。
それから、危険度の判定といたしましては、渓床勾配が、現状踏まえまして、10 から 30％
ということで、中程度でございます。福祉公共施設等に対しましては、県道がございますの
で、公共施設があるということになってございます。それで 11 ページのほうに戻りますけ
れども、最終的には 80 ポイント、100 ポイント中の 80 ポイントということで、こちらの
必要性効果についても、A 評価となってございます。次に、12 ページに進みますけれども、
（3）下のほうの実施環境でございます。こちらにつきましては、周辺住⺠の要望、合意、
それから、市としての取組についても、いずれも、満点ということで、100 ポイントという
ことでございまして、A 評価となってございます。13 ページ、お願いします。最終的には、
位置づけ、必要性効果、実施環境とも、A 評価でございますので、トリプルＡということで、
総合評価Ⅰ、優先的に事業実施ということでさせていただきたいと考えております。 
説明は以上でございます。 
 
（伊藤委員⻑） 
はい、ありがとうございました。先ほどの御説明被災履歴はない。はい、よろしいわけです
ね。写真だと少し何か崩れた。 
 
（吉良森林整備課⻑） 
そうですね、山の、こちらの集落の山のほうに入っていきますと、この写真のように、山の
中は荒廃しているような状況でございますけれども、そこからまた下流の集落のほうに流
れ込んだということはまだございません。 
 
（伊藤委員⻑） 
それで、被災履歴なしということでの判断ですね。はい、わかりました。 
委員の方々から何かございましたらお願いいたしますはい。 
 
（永原委員） 
治山ダムを 4 個、今度つくられるわけですよね、この４個になった根拠はなんですか。 
 
（吉良森林整備課⻑） 



まず少し治山ダムのイメージがわかりづらいかもしれませんので、すいません、先ほどの資
料の 5 の 2 の次に 5 の 3 という資料がございまして、５の 3 の 4 ページを、お願いしたい
と思います。4 ページのほうに、治山事業の主な工法、また右肩に 5 の 3 ということで入っ
てございまして、はい。治山事業の主な工法で山腹工と左のほうに渓間工ございまして、こ
の渓間工が治山ダム、申し訳ございません。はい。治山ダムにつきましては渓間工の山の沢
の部分がですね、荒廃してる場合に治山ダムを設置するものでございまして、右のほうに四
つ写真がございますけれども下二つが、治山ダムを設置するときの状況等になります。 
上から、三つ目が、山から、土⽯や流木が流れ込んでおりまして、こういう下のほうに、治
山ダム、コンクリート製のですね、ダムを入れるものでございます。なお治山ダムにつきま
しては、基本的にはダムを設置して、先ほどの写真がございましたけれども山の中の土⽯や、
それから流木が、やはり流れ込まないようにですね、土をためて安定させるという工法でご
ざいます。通常砂防ダム、土木のほうでされる砂防ダムは規模がですね、これより大きくて、
土⽯流を直接待ち受けるタイプのダムになりますけれども、林業のほうのこの治山ダムは、
何基も設置をいたしまして、そして土砂をためて、山を安定させていくという工法になって
ございます。実際ここは４個を計画をしてございまして、私は先日現地も行ってまいりまし
たけれども、山の荒廃しているところとですね、谷の状況を見ながら、治山ダムを四つ、設
置していくわけですけれども、特に渓床が荒れているところ、それから、渓岸の荒れている
部分、そういったものを見ながらですね、ダムを設置するという計画にしてございます。 
急勾配な、例えば勾配が 30％現地の勾配があるとするならば、そのダムを 4 個設置するこ
とによりまして、現地では 4％ぐらいとかですね 4〜5％ぐらい落としていくと。そういう
ことで、山の土⽯流が発生しにくいような状況をつくっていくと。そういうふうな方法です。 
以上でございます。 
 
（伊藤委員⻑） 
よろしいですかはい。はい。ほか何かございましたら。ないようでしたら次、お願い出来ま
すか。はい、ありがとうございました。 
 
（⽚渕道路課⻑） 
15 ページをお願いいたします。最初に事業の概要でございます。県道名は一般県道の神埼
北茂安線、場所が吉野ヶ里町田手、豆田というところになります。事業期間は令和 4 年度か
ら令和 7 年間程度の事業期間を見込んでおりまして、事業費については、20 億 8000 万円
を見込んでいるところでございます。 
路線の位置づけでございますが、神埼市とみやき町を結びます、県道でございまして、国道
34 号を補完する路線だと考えております。県東部地域の東⻄の軸として連携交流を支える
路線でございます。沿線に現在の県で計画します産業団地が計画されておりまして、現状で
歩道もないということから、整備を行いまして、交通の円滑化、こうした自転車の交通安全



性の向上を図りたいというふうに考えております。次のスライドお願いいたします。 
事業の場所でございます。赤で着⾊しておりますところが、今回の事業を計画している区間
でございます。延⻑約 1.7km ほどございます。北のほうに紫で着⾊しておりますのが国道
の 34 号線でございます。国道 34 号線と並行して走るような形になっております。久留米
市のほうから行きますと緑で着⾊しておりますが豆津橋を渡りまして、途中⻩⾊で着⾊し
ております、この町道の区間になりますけどもここを経由して、神埼北茂安線ということに
なります。⿊で着⾊している部分につきましては、既に整備が終わっているところでござい
ます。東のほうから順次整備を進めてきて今回整備いたしますと国道 385 号に乗り入れる
ことができるというような道路になるとこでございます。北のほうに行きますと、東脊振イ
ンターにアクセスする道路でございますので、整備することで東⻄の交流の円滑化が図ら
れるものというふうに考えております。16 ページ下のほうを次のスライドお願いいたしま
す。詳細な箇所になります。赤で着⾊している区間は今回の事業区間でございます。薄⻘で
丸く囲んでおりますところが、県営の産業団地が計画されているところでございます。規模
おおむね 20ha 程度の産業用地を計画してるとこでございまして、製造業の誘致を目指して
いるというふうに聞いているところでございます。こういった計画もあることから整備を
していきたいというふうに考えているところでございます。次のスライドお願いします。 
現地の状況でございます。現場の歩道がないということで子供たちが、路肩を歩いており、
車両は避けるようにして通っているという状況でございます。次のページをお願いいたし
ます。 
これからがマニュアルの評価結果でございます。最初に位置づけでございます。位置づけに
つきましては、県土整備部の基本方針に位置づけられていること、また、先般のマニュアル
改定の際に御相談しておりましたとおり、位置づけを少し変えておりますが、佐賀県将来道
路ネットワーク計画に位置づけされた道路であるということ。また、事業区間内には県で行
いますプロジェクトがあるということで、位置づけについては 100 分の 80 のポイントとい
うふうに評価しております。次のスライドお願いします。必要性や効果についてでございま
す。自動車の交通量は、4,000 台を超えるような交通量が現状ございます。こういったこと、
それから事故についても確認がされていること。また、道路の構造上の問題といたしまして、
歩道がないといったようなことから、道路の基準から外れているということで評価をして
おりまして、全体で 100 分の 80 の評価をしているところでございます。次のスライドをお
願いいたします。実施環境でございます。地元の状況といたしまして、要望書をいただいて
おります。また、測量についての御了解もいただいております。地元には期成会が設立され
ておりまして、期成会のほうからも御要望いただいているということで、100 分の 90 とい
う評価をしているとこでございます。次のスライドをお願いいたします。 
位置づけ必要性、効果、実施環境、全て A ということで、総合評価Ⅰ、優先的に事業を実施
していきたいというふうに考えております。 
すみません駆け足ですが、説明は以上でございます。 



 
（伊藤委員⻑） 
はい、ありがとうございました。御質問等ございましたらお願いいたします。この現道を使
っているわけですよね、新規の箇所っていうのは何 m ぐらい。 
 
（⽚渕道路課⻑） 
全体で 1.7km でございます。 
 
（伊藤委員⻑） 
住宅とかも、あるわけですか。 
 
（⽚渕道路課⻑） 
わかりづろうございますが②と書いているところからですね、それから、オレンジと赤の点
線で分岐するところまでがございますが、この間あたりには少し住宅等がございます。赤の
点線のところは現状、町道になっている区間でございまして、この区間については、両側が
農地という状況でございます。 
 
（伊藤委員⻑） 
それで、令和 10 年ですか。予定は。 
 
（⽚渕道路課⻑） 
令和 10 年度迄に整備していきたいと考えています。 
（伊藤委員⻑） 
わかりました。他何かございますか。ないようでしたら、最後の御報告に移りたいと思いま
す。 
 
（満⽯河川砂防課⻑） 
河川砂防課です。よろしくお願いします。資料は 21 ページになります。今回新規箇所とし
て要望しております河川整備交付金事業、総合流域防災事業について御説明いたします。 
事業概要です。事業地区は、玄海町の市街地を流れる 2 級河川有浦川です。事業期間は令和
4 年度から 19 年度までの 16 年間を予定しております。総事業費は 29 億 3000 万円です。
事業の目的です。有浦川は平成 2 年 7 月、平成 22 年 7 月、それから、令和 3 年 8 月と浸水
被害が発生しております。河道の流下能力が不足しているため、築堤掘削等の河道拡幅によ
る河川整備を行いまして、浸水被害の軽減を図ることを目的としております。22 ページを
ごらんください。有浦川周辺の位置図です。河口付近には、玄海みらい学園や唐津⻘翔高校、
国道 204 号があります。それから有浦川は、県道の加倉仮屋港線と並行しておりまして、



上流のほうには、玄海町役場のほか、住宅も密集しております。整備延⻑は、河口の仮屋橋
から上流へ 2100 メートルの区間となります。整備区間内には緑⾊の文字で表示しておりま
すけれども四つの橋梁があります。現地の状況、平常時の状況で航空写真と、河川の状況を
表示しております。有浦川沿川には、ここに書いておりますけども、玄海町役場や産業会館、
コミニュティセンターや児童館、それから、住宅も密集しているところです。資料は 23 ペ
ージです。これは、大雨のときの現地の状況です。左側が、令和 3 年 8 月、今年の 8 月出
水のときの状況です。それから右側の写真が、平成 22 年 7 月の出水状況です。度々、浸水
被害が発生しているということで今回、浸水被害の軽減を図るものです。 
新規マニュアル評価に基づく評価内容です。まず、位置づけです。県土整備部の基本方針に
位置づけられていること、河川整備計画に位置づけられていること、浸水被害が 2 回以上
であること、それから、浸水家屋が 20 ⼾以上、浸水面積が 30 ヘクタール以上ということ
で、全ての項目で満点となっておりまして、100 分の 100、という評価としております。資
料は 24 ページです。続いて必要性・効果です。費用対効果、Ｂ/Ｃは 1.33 で、1 以上 2 未
満ということで 60 点満点中 50 点となります。それから、堤防天端高と背後地盤高の差が
1 メーター以上であることから、20 点中 20 点、その次の項目、被害想定区域内に福祉また
は公共施設が 4 施設がありますので、こちらも 3 施設以上ということで、20 点中 20 点、合
計しますと 100 点満点中 90 点となりまして、評価としては A となります。 
こちらでは先ほどＢ/Ｃのお話をしましたけれども、費用対効果の考え方について少し御説
明いたします。総便益Ｂは、施設完成後 50 年まで治水施設の整備によりもたらされます浸
水被害等の軽減額です。この事業では、総便益は 30 億 5400 万円となります。次に、総費
用、コストにつきましては、治水施設の整備の費用と、50 年間の維持管理に要する費用、
合計で、23 億 300 万円となります。費用対効果、Ｂ/Ｃにつきましては、30 億 5400 万円割
る 23 億 300 万円で 1.33 となります。資料 25 ページです。最後に、実施環境です。玄海町
から有浦川整備の要望書が提出されております。また、事業に対して協力的で、同意が得ら
れておりますけれども、用地買収の調整についてはこれからですので 60 点満点中 40 点と
なります。次に、河川の愛護団体などの市⺠参加はございませんが、整備の推進、早期完成
に向けた推進協議会が立ち上げられております。整備について熱心な要望活動が行われて
おりますので、40 点満点中 30 点となります。合わせますと、100 点満点中 70 点となりま
して、実施環境の評価についてはＢとしております。 
以上のことから、AAＢとなりまして、総合評価としてはⅠとなり、優先的に事業実施する
ということで判断をしております。以上で説明を終わります。 
 
（伊藤委員⻑） 
はい、ありがとうございました。最初のお話に、約 16 年間、金額的にはそんな多くなくて
30 億、年間 2 億ぐらいですか。いわゆる、洪水実績もあるわけですし、何かもうちょっと
ほかの対策で急いで、完了するような方法ってのは検討されてなかったんですか。例えばで



すね、標準断面図は引堤、いわゆる河川の拡幅ですけども、例えば都心部だったらもう土地
が買えないところだったら、カミソリ堤防みたいなのでですね、やる場合も、隅田川だとか
いったような感じで、もう無理矢理やる場合もありますけど。 
 
（満⽯河川砂防課⻑） 
ここはこういう状況でですね、沿川に県道がついて、家が張りついてて、以前から要望あっ
てたんですけど、結構河川改修で移転してもらわないといけないとかですね、そういうこと
で、玄海町と、やりとりをずっとしていました。このため、新規事業としては、今になって
います。 
 
（伊藤委員⻑） 
でも 16 年、多分下流からやられますよね。そういう場合で 1 番危険そうなのが今、言われ
た場所、そうですね、この辺がやはり狭くて、16 年後ぐらいに、洪水があったような場所
を直す可能性が高いんですよね。 
 
（満⽯河川砂防課⻑） 
下流のほうはですね、これほど狭くなくてですね、はい、この付近でやはり、この断面図、
前のほう、資料２２ページにつけてますけど、ちょっと 2 倍ぐらいになるんですけど、下流
の方は事業区間ではありますけれども、ここまで狭くないです。ですので、下流の流下能力
を見ながら、やはり守るべきとこを先にやってということでやりたい。 
 
（伊藤委員⻑） 
正直に下流からで最後が上流だけではないですね。はい。16 年も間があると、もう 1 回や
2 回はこういった、写真のような洪水が起こる可能性高い。 
 
（満⽯河川砂防課⻑） 
流下能力を見ながら、こういう重要なところからやっていきたいというふうに思っており
ます。 
 
（伊藤委員⻑） 
なるほど。わかりました。ほかに何か委員の方々から、御意見等ありましたら、よろしいで
しょうか。はい。本日予定しておりました諮問事項、報告事項以上となりますが、全体を通
して何か御意見があったら、はい、結構でございますが、よろしいですか。 
はい、じゃ、事務局のほうにお返しいたします。 
 
（事務局） 



はい。伊藤委員⻑様御進行のほどありがとうございました。また、委員の皆様の⻑時間です
ね、御審議いただきまして本当にありがとうございます。本日いただきました意見と、御指
摘もいただいております。今後に生かしていきたいと思っております。 
最後に事務局から、今後の予定について、御連絡差し上げたいと思います。当委員会の今後
の残る活動ですけれども、今日一部 3 件再評価に関して諮問させてもらってますが、事業
中の再評価を次回行いたいと思っておりまして、日程につきましては、令和 4 年 1 月 21 日
金曜日の予定で進めたいと思っております。正式には、改めて御連絡を差し上げたいという
ふうに思っております。本日開催から次回開催がまた年明け早々ということで、大変短い期
間ではございますけれども、御理解いただきまして、御予定のほどもお願いしたいというふ
うに思っております。それでは、これをもちまして令和 3 年度第 2 回公共事業評価監視委
員会を終了したいと思います。皆様、どうもありがとうございました。お疲れさまでござい
ました。 
 


